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第２回一関市農業委員会総会議事録 

告 示 年 月 日   平成30年10月22日 

告 示 番 号   第10号 

会 議 年 月 日   平成30年10月26日 

会 議 の 場 所   一関市川崎町 川崎農村環境改善センター 

出 席 委 員   別紙のとおり 

欠 席 委 員   別紙のとおり 

会議に出席した職

事 務 局 長  

局 長 補 佐  

企 画 係 長  

主 任 

小野寺 英 幸 

岩 渕 道 明 

千 葉 奈津枝 

千 葉   東 

本 日 の 案 件   第２回一関市農業委員会総会提出議案のとおり 

開 会 時 刻   午後１時36分 

議    長  本日の出席委員は23名ですが、１人遅れておりますので、22名

で開始することにいたします。 

 定足数に達しておりますので、第２回一関市農業委員会総会を

開会します。 

 なお、17番 芳賀 武郎 委員より欠席の届け出がありました。 

議    長  行事報告につきましては、お手元に配布してある総会後の事務

連絡の資料に綴り込んでおりますので、ご了承願います。 

議    長  議案審議に入る前に、お諮りいたします。 

 議事録署名委員並びに書記の指名について、本職より指名する

ことにご異議ございませんか。 

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、一関市農業委員会会議規程第13条

の規定により議事録署名委員に４番 千葉 綾雄 委員、５番 鈴木 勝

委員を指名いたします。 

 書記には、千葉係長、千葉主任を指名いたします。 

議    長  議案審議に入ります。 

 「報告第２号 専決処分の報告について」を上程いたします。 

 局長より説明いたさせます。 

局    長  それでは、１ページをお開き願います。 

 報告第２号、専決処分の報告についてご説明いたします。 
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 農地法第３条の３の規定による届出について、別紙のとおり専

決処分したので、農地法関係事務処理要領の規定により、これを

報告するものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 専決処分書ですが、一関市農業委員会事務処理規程第８条の規

定により、次のとおり専決処分したものです。 

 事務処理規程の第８条ですが、会長の専決について、「会長

は、緊急の必要があると認めるときは、委員会の権限に属する事

項を専決することができる。」と規定をしております。 

 専決処分の日は、平成30年10月22日であり、専決処分した内容

につきましては、先月の総会以後、相続による届出に対し受理と

決定したもので、記載の第１号から４ページの第９号までの９

件、９名の方からの相続による届出に対して受理と決定したもの

です。 

 この専決処分につきましては、相続などにより、農業委員会の

許可を経ないで農地等の権利を取得したことの届出に対し、「速

やかに届出書の法定記載事項が記載されているかどうかを検討

し、その届出が適法であるかどうかを審査して、その受理又は不

受理を決定」し、「届出を受理したときは遅滞なく受理通知書を

その届出者に交付」すると規定されていることから、その処理を

総会の審議を経ないで、会長において専決処分し、届出者に対

し、それぞれ受理の通知をしたものです。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「報告第２号」の説明を終わります。 

 この際、ご質問ございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  なければ、報告第２号の質疑を終わります。 

議    長  次に、「報告第３号 農地現状変更届出の報告について」を上

程いたします。 

 局長より説明いたさせます。 

局    長  ５ページをお開き願います。 

 報告第３号 農地現状変更届出の報告について、その内容をご

説明いたします。 

 このことにつきましては、農地現状変更届出指導要綱に基づく

届出でありますが、記載の第１号から６ページ、第９号までの９

件、11筆の現状変更届出を受理したので、これを一関市農業委員
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会農地現状変更届出指導要綱第４の規定に基づき、報告するもの

でございます。 

 なお、届出者には、届出書受理後、審査のうえ、現状変更する

農地に掲示する「農地現状変更届出済標」を交付しているほか、

担当地域農業委員に届出の内容について通知をしております。 

 届出に係る土地の所在地、届出人等につきましては記載のとお

りですが、現状変更の理由は、耕作の利便性を図るための盛土及

び切土による整備分９件となっております。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「報告第３号」の説明を終わります。 

 この際、ご質問ございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  なければ、報告第３号の質疑を終わります。 

議    長  次に、「議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申

請に対する可否について」を上程いたします。 

 なお、説明は議案の朗読を省略し、直ちに内容の説明をいたし

ます。 

 ご了承願います。 

 局長より説明いたさせます。 

局    長  ７ページをご覧願います。 

 議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対す

る可否について、議案の内容をご説明いたします。 

 最初に一関地域に係る申請２件でございます。 

 第１号については、譲渡人が遠方に居住しており、また労力不

足の状態にあることから、譲受人が経営規模拡大のため売買によ

り取得しようとするもので、売買金額は記載のとおりとなってお

ります。 

 第２号については、譲渡人が労力不足の状態にあり、譲受人が

経営規模拡大のため売買により取得しようとするもので、売買金

額は記載のとおりとなっております。 

 次に、花泉地域に係る申請１件でございます。 

 第３号については、譲渡人が遠方に居住しており、また労力不

足の状態にあることから、その持ち分12分の２について、共有者

の一人であり、譲渡人の甥に当たる譲受人が贈与により取得する

ものです。 

 ８ページをご覧願います。 
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 次に、大東地域に係る申請４件でございます。 

 第４号については、譲渡人と譲受人は親子であり、後継者であ

る譲受人が経営安定のため、生前一括贈与により取得するもので

す。 

 第５号については、貸付人は一関市となりますが、旧大東町所

有の農地を借受人が経営規模拡大のため賃貸借により借受けよう

とするもので、賃貸借期間は、記載のとおり、平成31年10月31日

までの１年間で、以前にも借りた経緯のあるものでありますが、

賃借料は記載のとおりとなっております。 

 ９ページから10ページをご覧願います。 

 第６号及び第７号の２件については、市の空き家バンクを利用

した案件になります。 

 第６号は、譲受人は空き家バンクにより住居を売買により取得

するとともに、住居に付属した農地も取得し、移住して新規に農

業を始めたいということであります。 

 売買金額は、農地以外も含めた金額となりますが、記載のとお

りとなっております。 

 第７号についても、譲受人は空き家バンクにより住居を売買に

より取得するとともに、住居に付属した農地も取得し、移住して

新規に農業を始めたいということであります。 

 売買金額は、農地以外も含めた金額になりますが、記載のとお

りとなっております。 

 最後に、千厩地域に係る申請２件でございます。 

 10ページから11ページをご覧ください。 

 第８号については、譲渡人が高齢で労力不足の状態にあること

から、譲受人が経営規模拡大のため、贈与により取得するもので

す。 

 なお、この土地は、元々は譲受人の所有地であったという事情

から、贈与による無償の所有権移転とするものです。 

 第９号については、譲渡人が労力不足の状態にあり、譲受人が

経営規模拡大のため、贈与により取得するものであります。 

 以上９件の申請は、いずれの申請についても農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件を満たすと考えます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  ここで、実際の事務の担当を進めております岩渕補佐から、事

務の流れ等についての補足説明をいただきます。 
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 ９ページ、６番、７番についての詳細説明をいたさせます。 

局 長 補 佐  初めての空き家バンクの案件となりました３条の第６号と第７

号について、もう少し詳しく説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず、第６号についてですが、取得者は現在、販売会社を立ち

上げて事業を行っているということでございます。 

 それで、この３条の許可があった際には、こちらのほうに移っ

てくるということでございます。 

 それで、やろうとしている作物でございますが、リンゴとナス

とネギというようなことを考えているようでございます。 

 所有の機械は草刈機しかありませんけれども、耕耘機、動噴、

軽トラなどは借りて農業を行いたいということでございます。 

 また、その田んぼの中にパイプハウスが建っていて、４棟ある

というようなことでございますので、ナスをそのハウスを使って

栽培する予定になっているようでございます。 

 また、ここの農地につきましては、中山間地域の直接支払交付

金の対象農地ということから、荒らさないで草刈りはしていくと

いう予定でございます。 

 また、新規就農ということでございますので、農業改良普及セ

ンターや農協の営農指導を受けながら、農業のほうを続けていく

ということを考えているようでございます。 

 それから、第７号になりますが、取得者は、この３条許可があ

った際には、こちらのほうに住むということになっているようで

ございます。 

 それで、この方につきましても、営農はリンゴを予定している

ということで、先ほどと同じように普及センターや農協の指導を

受けながら行っていくということでございます。 

 この方も新規就農ということになってございます。 

 それから、一緒に田んぼも取得するわけでございますけれど

も、田んぼにつきましては基盤整備の予定があるということでご

ざいまして、その基盤整備につきましては、その事業に参加し

て、農事組合法人というか、法人ができた際には作業等の委託は

するという予定でいるわけでございます。 

 私のほうからは以上になります。 

議    長  以上で「議案第３号」の説明を終わります。 

 ただいまの説明に関連し、地域ごとに担当委員の方から現地調
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査の結果についての報告をお願いいたします。 

 まず、一関地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   ６番 

   佐藤徹委員 

 一関地域、農地法第３条現地調査の報告をいたします。 

 現地調査日、平成30年10月15日、月曜日、午前９時より、現地

調査員、農業委員 私 佐藤、松岡委員、農地利用最適化推進委員

といたしまして阿部 正明 委員、遠藤 清春 委員、事務局職員と

いたしまして阿部主任主事、千葉主任でございます。 

 報告内容、第１号から第２号について、別紙現地調査書のとお

り現地確認又は航空写真等により調査いたしました結果、効率的

な利用が図られ、周辺農地への影響等もないことから問題ないと

思われます。 

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、花泉地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   ２番 

   渋谷皓委員 

 花泉地域の農地法第３条現地調査報告を行います。 

 現地調査日、平成30年10月12日、金曜日、午前９時より、現地

調査員、農業委員 渋谷 皓 、農地利用最適化推進委員 千葉 寿

昭、及川 善喜、支所職員 藤江 功 産業経済課主任主事でござい

ます。 

 報告内容、第３号について、別紙現地調査書のとおり、現地確

認又は航空写真等により調査いたしました結果、いずれも効率的

な利用が図られ、周辺農地への影響等もないことから問題ないと

思われます。 

 以上、報告を終わります。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 次に、大東地域の担当委員の方、お願いいたします。 

11番     

石川誠司委員 

 それでは、大東地域から農地法第３条現地調査報告をいたしま

す。 

 現地調査日は平成30年10月12日、金曜日、午前９時より、現地

調査員といたしまして私、農業委員 石川、それから農地利用最

適化推進委員といたしまして小野寺 進、小野寺 照夫の２名でご

ざいまして、支所職員は熊谷産業経済課主任主事でございます。 

 報告内容、先ほど岩渕補佐からあったとおりでございますの

で、私もそれを確認済みでございます。 

 報告内容、第４号から第７号について、別紙現地調査書のとお

り現地確認又は航空写真等により調査いたしました結果、いずれ
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も効率的な利用が図られ、周辺農地への影響等もないことから問

題がないと思われます。 

 以上でございます。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、千厩地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   12番 

   佐藤繁委員 

 千厩地域の農地法第３条現地調査報告をいたします。 

 現地調査日、平成30年10月12日、金曜日、午前９時半から行い

ました。 

 現地調査員、農業委員といたしまして私、佐藤です。 

 それから農地利用最適化推進委員 千葉 太郎、同じく小野寺

彰、事務局職員 西巻主任主事、支所職員 畠山産業経済課主査で

す。 

 報告内容、第８号から第９号について、別紙農地法第３条現地

調査書のとおり現地確認により調査いたしました結果、効率的な

利用が図られ、周辺農地への影響等もないことから問題ないと思

われます。 

 以上、報告いたします。 

議    長  ありがとうございました。 

 以上で現地調査の結果及び補足説明を終わります。 

 審議願います。

   ２番 

   渋谷皓委員 

 空き家バンクで、リンゴ、ナス、ネギという話ですけれども、

このリンゴというのはもう既に木は植えてあるのか、それとも今

から購入をして植えるのか、どちらでしょうか。 

局 長 補 佐  今から購入して植えるということでございます。 

議    長  ほかにございませんか。 

  19番      

  佐々木栄一委員 

 ５番であります。 

 市の所有地を大東の方が借りるということでございますけれど

も、再設定ということでございましたが、この2,000㎡の土地は

市では売却しないのか、さらにそれは隣接との関係があるのかど

うか、その辺をお聞きしたいと思います。 

議    長  休憩といたします。 

 （午後１時59分 休憩） 

 （午後２時00分 再開） 

議    長  再開いたします。 

局 長 補 佐  それでは、お答えさせていただきたいと思います。 

 売却ということについては、市のほうではその予定といいます
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か、そういう気持ちはないということでございます。 

 それから、この農地につきましては、前は大東町で管理してい

た天狗岩牧野の中の一部ということでございますけれども、その

牧野の隣接の方がその一部を借りるということでございます。 

 以上です。 

議    長  ほかにございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。

       （異議なしの声あり）

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対

する可否について」を可とする方は挙手願います。

       （挙手満場）

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第３号」を可と決します。 

議    長  次に、「議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申

請に対する意見について」を上程いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  それでは、12ページをお開き願います。 

 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対す

る意見についての議案の内容についてご説明いたします。 

 次のとおり、農地法第４条第１項の規定により許可申請書の提

出がありましたので、可否について意見を求めるものでございま

す。 

 本議案に係る申請は１件で、一関地域に係るものでございま

す。 

 第１号は、申請人が集合住宅を建築したいので転用申請するも

のでございます。 

 農地区分は、第３種農地と判断いたしました。 

 この農地の立地基準につきましては、都市計画区域内の第一種

中高層住居専用地域内にある農地ということになってございまし

て、一般基準で言いますと、資金の確保はできているというよう

なことでございます。 

 それから、排水関係は公共下水道の利用ということであります

し、土地改良区の意見書もいただいているということで、転用行

為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていることから、許可
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できるものと考えるところでございます。 

 以上、許可基準である一般基準及び立地基準を満たしており、

許可要件の全てを満たすと考えます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第４号」の説明を終わります。 

 ただいまの説明に関連し、現地調査の結果についての説明があ

ります。 

 担当された一関地域の委員の方、報告をお願いいたします。 

   ６番 

   佐藤徹委員 

 一関地域の農地法第４条現地調査の報告をいたします。 

 現地調査日、調査員は３条と同様でございますので、割愛させ

ていただきます。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行った

結果、申請地は一関インターから東に約250mの位置にあり、周囲

は東・南側が宅地、西側が農地、北側が雑種地となっておりま

す。 

 申請人が集合住宅を建築する計画であり、排水は公共下水道へ

接続を予定していることから、周辺農地に影響はないと思われま

す。 

 以上でございます。 

議    長  ありがとうございました。 

 以上で現地調査の結果についての説明を終わります。 

 審議願います。 

   ２番 

   渋谷皓委員 

 職業が公務員となっているのですけれども、第４条は農業者が

転用をかけるときにこの４条を使うのではなかったでしょうか。 

 公務員だけだと５条になってしまうのではないでしょうか。 

局 長 補 佐  ４条の転用の場合は、自分の土地を転用する場合は４条という

ことになってきますし、５条の場合には所有権移転を伴う転用は

５条ということになっています。 

 以上です。 

   ２番 

   渋谷皓委員 

 ということは、公務員兼農業者であるということでしょうか。 

 公務員とだけなっているので、これは農業者も追加しないとい

けないのではないでしょうか。 

局 長 補 佐  そうですね。 

 ここの職業については、公務員兼農業ということで追加させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議    長  ほかにございませんか。 
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       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対

する意見について」を許可相当と決する方は挙手願います。 

       （挙手満場） 

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第４号」を許可相当と決します。 

議    長  次に、「議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申

請に対する意見について」を上程いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  13ページをお開き願います。 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対す

る意見についての議案の内容についてご説明いたします。 

 次のとおり、農地法第５条第１項の規定により許可申請書の提

出がありましたので、可否について意見を求めるものでございま

す。 

 本議案に係る申請は10件で、一関地域が４件、花泉地域が２

件、千厩地域が４件でございます。 

 第１号は、譲受人が５区画の宅地分譲をしたいので転用申請す

るものでございます。 

 農地区分は、都市計画区域内の準工業地域にある農地でござい

ますので、第３種農地と判断してございます。 

 これにつきましても、排水処理につきましては公共下水道への

接続ということになってございますし、金融機関からの借入れと

いうことになるのですが、その証明書もいただいていることか

ら、転用は許可できると考えるものでございます。 

 それから第２号から14ページの第４号ですけれども、譲受人が

２区画の宅地分譲及び分譲地購入者の宅地への出入りをしやすく

するための道路を整備したいので転用申請するものでございま

す。 

 この農地につきましても、都市計画区域内の第一種中高層住居

専用地域となっていることから、第３種農地と判断してございま

す。 

 それから一般基準でございますが、全額自己資金ということで
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すので、金融機関の残高証明書が添付されていることから、許可

できるものと考えるものでございます。 

 それから第５号ございますけれども、譲受人が県発注の「一般

県道若柳花泉線交通安全施設整備事業」に係る歩道整備により移

転することとなったことから、自己住宅を建築したいので転用申

請するものでございます。 

 この農地につきましては、花泉駅から300m以内の140mに位置す

る農地であることから、第３種農地と判断してございます。 

 一般基準は、先ほどと同じでございますけれども、公共下水道

への接続など、それから全額自己資金というか、県の補助という

ことで転用目的を遂行するということから許可できるものと考え

るものでございます。 

 それから第６号は、譲受人が自己住宅を建築したいので転用申

請するものでございます。 

 ここにつきましては、第５号の隣ということになってございま

して、花泉駅から300m以内の150mに位置する農地であることか

ら、第３種農地と判断してございます。 

 公共下水道への接続や自己資金、それから同金融機関からの借

入れで転用の事業を行うということで、その証明書が添付されて

いることから許可できるものと考えるものでございます。 

 それから第７号ですが、借受人が県発注の「経営体育成基盤整

備事業清田地区第１号工事」に伴う仮設事務所や資材置場等の工

事用仮設用地として利用したいので、賃貸借して一時転用申請す

るものでございます。 

 期間は、許可日から平成31年８月31日まででございます。 

 ここにつきましては、農振農用地区域内に存在する農地という

ことでございますけれども、事業完了後速やかに現状復旧する計

画であることから転用に問題はないものと考えるものでございま

す。 

 それから第８号ですが、譲受人が隣接地の雑種地と併せて自動

車の展示場及び駐車場を整備したいので転用申請するものでござ

います。 

 この農地につきましては、都市計画区域内の工業地域内にある

農地ということで第３種農地ということで判断してございます。 

 金融機関の残高証明書添付ということで許可できるものと考え

るものでございます。 
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 それから第９号は、譲受人が現在住んでいるアパートが手狭に

なり、通勤に便利で住環境に適した当該地に自己住宅を建築した

いので転用申請するものでございます。 

 農地区分は、第２種農地ということでございます。 

 この農地につきましては、土地改良事業等は実施していない農

地であり、購入に当たってほかの所有者からの折り合いがつかな

いことからも、ほかに適地がないということでございます。 

 合併処理浄化槽の設置など、それから資金の確保ができている

ということでございますので、許可できるものと考えるものでご

ざいます。 

 それから16ページをお開き願います。 

 第10号は、譲受人が自己住宅を建築したいので転用申請するも

のでございます。 

 農地区分は、第２種農地と判断してございます。 

 この場所につきましては、自分の事務所が隣にあるわけでござ

いますけれども、そのような点からほかに適地がないというよう

なことで判断してございます。 

 合併浄化槽の設置、それから資金証明の添付があることから許

可はできるものと考えるものでございます。 

 以上、許可基準である一般基準及び立地基準を満たしており、

許可要件の全てを満たすと考えるものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第５号」の説明を終わります。 

 ただいまの説明に関連し、地域ごとに担当委員の方から現地調

査の結果についての説明をお願いいたします。 

 まず、一関地域の担当委員の方、よろしくお願いいたします。 

   ６番 

   佐藤徹委員 

 一関地域の農地法第５条現地調査の報告をいたします。 

 現地調査日、調査員に関しましては、３条、４条と同様でござ

いますので、割愛させていただきます。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行った

結果、下記のとおり報告いたします。 

 第１号、申請地はＪＲ一ノ関駅から東に約870mの位置にあり、

周囲は東・南側が市道、西・北側が宅地となっています。 

 申請人が宅地分譲する計画であり、排水は公共下水道への接続

を予定としていることから、周辺農地に影響はないと思われま

す。 
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 第２号から第４号に関しましては、申請地はＪＲ一ノ関駅から

北東に約960mの位置にあり、周囲は東・北側が宅地及び農地、西

側が農地及び道、南側が道及び水路となっております。 

 申請人が宅地分譲する計画であり、排水は公共下水道へ接続を

予定としていることから、周辺農地に影響はないと思われます。 

 以上でございます。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、花泉地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   ２番 

   渋谷皓委員 

 花泉地域の農地法第５条現地調査報告を行います。 

 現地調査日、調査員は３条と同じなので割愛いたします。 

 第５号、第６号とも、申請人が自己住宅を建築する計画であ

り、排水は公共下水道へ接続を予定していることから、周辺農地

に影響はありません。 

 以上で報告を終わります。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、千厩地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   12番 

   佐藤繁委員 

 千厩地域の農地法第５条現地調査報告をいたします。 

 現地調査日、現地調査員については３条と同じですので省略い

たします。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行った

結果、次のとおり報告します。 

 第７号について、申請地はＪＲ小梨駅から北東に約910mの位置

にあり、東側は宅地、西・南側が農地、北側が国道となっていま

す。 

 申請人が公共工事に伴う仮設事務所、資材置場及び駐車場とし

て一時的に利用する計画であり、排水は雨水のみで、事業完了後

は速やかに農地へ復旧することから、周辺農地に影響はないと思

われます。 

 なお、本工事は、県発注の経営体育成基盤整備事業清田地区第

１号工事であります。 

 第８号、申請地は千厩支所から南に約１kmの位置にあり、周囲

は東側が原野、西側が国道、南・北側が雑種地となっています。 

 申請人が販売車展示場及び駐車場として利用する計画であり、

排水は雨水のみであることから、周辺農地に影響はないと思われ

ます。 

 第９号、申請地は千厩支所から南東に約1.6kmの位置にあり、
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周囲は東・西側が転用済みの分譲地、南側が農地、北側が市道と

なっています。 

 申請人が自己住宅を建築する計画であり、排水は合併浄化槽の

設置を予定していることから、周辺農地に影響はないと思われま

す。 

 第10号について、申請地は千厩支所から北西に約573mの位置に

あり、周囲は東側が県道、西側が水路、南・北側が宅地となって

います。 

 申請人が自己住宅を建築する計画であり、排水は合併浄化槽の

設置を予定していることから、周辺農地に影響はないと思われま

す。 

 以上、報告いたします。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 以上で現地調査の結果についての報告を終わります。 

 審議願います。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対

する意見について」を許可相当と決する方は挙手願います。 

       （挙手満場） 

議    長  満場です。 

 よって、「議案第５号」を許可相当と決します。 

議    長  次に、「議案第６号 農地転用事業計画変更申請に対する意見

について」を上程いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  17ページをお開き願います。 

 議案第６号 農地転用事業計画変更申請に対する意見について

の議案の内容についてご説明いたします。 

 次のとおり、農地転用事業計画変更申請書の提出がありました

ので、意見を求めるものでございます。 

 なお、第１号につきましては、農地法第４条第１項の規定に基

づく許可申請書の提出があった場合は、許可相当とすることにつ

いて併せて意見を求めるものでございます。 

 本議案に係る申請は、農地法第５条に係る申請が２件で、一関
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地域に係るものでございます。 

 第１号は、平成18年５月１日付けで、自己住宅を建築する目的

で５条許可があったものですが、父親が病気で亡くなったことか

ら住宅建築は中止し、既に所有権移転と土地造成は済んでいたこ

とから、転用目的を太陽光発電パネル設置に変更しようとするも

のでございます。 

 それから第２号は、平成27年11月16日付けで残土処理場として

一時転用し、その残土を利用して農地復旧する目的で５条許可が

あったものですが、農地復旧に必要な残土が不足していることか

ら、一時転用期間を延長し残土を確保しようとするものでござい

ます。 

 なお、変更後の一時転用期間は平成33年10月31日まででござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第６号」の説明を終わります。 

 審議願います。 

15番     

遠藤勝幸委員 

 向学のために、第１号についてもう少しお聞きしたいのです

が、５条で変更して、そして４条で変更するということですか。 

 よくわからないので、この流れといいますか、もう一回説明し

ていただきたいです。 

局 長 補 佐  この件につきましては、現在、県南局のほうに問い合わせをし

ていまして、この４条で申請するかどうかというのは、はっきり

決まっているわけではございません。 

 ただ、県南局のほうに問い合わせした際には、４条で申請すれ

ばいいのではないかというようなことを言われたのですが、事務

局のほうで考えてみると、５条で申請して、その５条の転用目的

がまだ果たせていないということでございますので、５条の申請

でいいのではないかということで今進めているところでございま

す。 

 ４条ということになったのは、所有権移転をしたからというこ

とでそういう考えになっているようでございますけれども、ま

ず、この件はしっかりとした方向性というのはまだ出ていない状

況でございます。 

 以上です。 

15番     

遠藤勝幸委員 

 私も勉強不足ですが、５条は農業者の農地から別の人に移し

て、それで農地以外にするわけですよね。 
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 第１号は、転用事業者が所有権移転をして所有者となっている

わけですよね。 

 ということは、この前は農地であったものが農地ではなくなっ

たのですか。 

局 長 補 佐  今は農地ではなくなっています。 

15番     

遠藤勝幸委員 

 それがなぜまた農地として、まだ農地ですか。 

５条のときに宅地にするということができなかったから、もう

一回その目的を変えるということですか。 

 宅地から太陽光パネル、そして工業用地に変えるという、その

５条の申請の目的を変えるということですか。 

局 長 補 佐  そうです。 

 ５条の目的を変えるということです。 

 現況は、今現在は更地になっているのですけれども、登記地目

のほうがここにあるとおり、田んぼということになっているわけ

です。 

 結局、その地目を変えなくては、いつまでも田んぼということ

で残ってしまいますので、その地目を変えるためにやるというこ

とになります。 

15番     

遠藤勝幸委員 

 わかりました。 

 わかりましたけれども、先月も同じような話があって、今回は

平成18年ですけれども、先月も結構長い年月が経っていて、もう

一回農業委員会に再提出されたわけですが、やはり登記というと

ころを、先月も期間というか、どこで締めるのかというような話

がありましたけれども、やはりその辺も指導していく必要がある

のではないでしょうかという意見です。 

 18番      

 佐藤多賀幸委員 

 前にも同じような話を聞いたのですけれども、５条の、特に今

お話があったように所有権移転のことに絡むのですけれども、当

然、申請書には転用予定も入っていて、そこで管理をしていかな

いと、結局、こういうようなことが出てくるということを前回も

お話ししたつもりでございます。 

 それで、転用予定日がありますので、転用予定日が過ぎます

と、そこで農地法違反となり、境目というのはその転用予定日と

なるはずです。 

 そこで最低でも指導しておかないと、時間だけが過ぎて今回の

ような事例が出てくるということで、前回も審議するに当たって

は、備考欄でも何でもいいのですけれども、転用の予定日を記載
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してはどうかというような提案をしたところであります。 

 そういうようなことも含めて、農地法違反との関係もある程

度、事前に、どこまででけじめをつけて次に移行するかという、

今の５条から４条の関係、それが相手に合わせるような格好でや

ってしまっただけでいいのか、相手のためにはいいことはいいの

ですけれども、どこかで線引きといいますか、けじめといいます

か、そういうのは必要なのではないかと、そのような思いで今聞

いていたところでございます。 

 よろしくお願いします。 

局 長 補 佐  確かに転用の管理というのは、時期までに転用を終わらせるよ

うにということだろうと思いますけれども、今回の１番の方であ

れば父親の入院の関係で住宅建築を中断せざるを得なかったと

か、人それぞれいろいろな理由で転用を延期するということはよ

くあることだと思います。 

 確かに、進捗管理というのは実際、農業委員の仕事ということ

ではないのですが、農業委員には、転用目的とは違うような事業

をやっている場合には違反転用などということで指導ということ

にはなるかと思いますけれども、転用期間が延びているというこ

とでは、大幅にということであれば問題にはなってくるかと思い

ますけれども、そうでなければ、ある程度は転用の許可を受けた

方の管理というか、その人の責任というようなことになってくる

かと思いますので、期間をいついつまでということまでは記載の

ほうはいらないのではないかということで考えてはおりますけれ

ども。 

議    長  歯がゆい答弁でご納得いただくということはかなり厳しいとい

うように私も思います。 

 というのは、５条で申請したのなら取下げをすべきではないの

かと、そして、取下げをした後に４条で新たにやるべきではない

のかというように私は思うのです。 

 ただ、それを一気にこういうようにやろうとするから紛らわし

いということで、違法ではないけれども、立派な適法なのかとい

うと異議があるというようにも思います。 

 ご理解をいただきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 
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       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第６号 農地転用事業計画変更申請に対する意見につい

て」を許可相当と決する方は挙手願います。

       （挙手満場）

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第６号」を許可相当と決します。 

議    長  次に、「議案第７号 一関市農用地利用集積計画の決定につい

て」を上程いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  18ページをお開き願います。 

 議案第７号 一関市農用地利用集積計画の決定についての議案

の内容についてご説明いたします。 

 一関市長より、一関市農用地利用集積計画書の提出がありまし

たので、農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定に基づき議

決を求めるものでございます。 

 20ページをお開き願います。 

 本議案に係る申請は、利用権貸借が７件、所有権移転が１件で

ございます。 

 初めに利用権貸借でございますけれども、第１号と21ページの

第２号は、一関地域に係る申請でございます。 

 それから第３号から23ページの第６号までは、花泉地域に係る

申請でございます。 

 それから第７号は、大東地域に係る申請でございます。 

 それから25ページをお開き願います。 

 次に所有権移転でございますが、第１号は、花泉地域に係る申

請でございます。 

 以上、各申請の詳細につきましては記載のとおりですのでご覧

願います。 

 また、以上の計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第18条第

３項の要件である「集積計画の内容が基本構想に適合するもので

あること」、「利用権の設定を受けた後において要件を満たして

いること」の各要件を満たしております。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第７号」の説明を終わります。 

 なお、所有権移転第１号について３番 皆川 清喜 委員が農業
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委員会等に関する法律第31条第１項による議事参与の制限に該当

いたしますので、これを除き審議願います。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第７号 一関市農用地利用集積計画の決定について」を

所有権移転第１号を除き可と決する方は挙手願います。

       （挙手満場）

議    長  満場です。 

 よって、「議案第７号」を所有権移転第１号を除き可と決しま

す。 

議    長  次に、所有権移転第１号を審議いたします。 

 皆川 清喜 委員は退室願います。 

 （午後２時40分 退室） 

議    長  審議願います。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第７号 一関市農用地利用集積計画の決定について」、

所有権移転第１号を可と決する方は挙手願います。 

       （挙手満場） 

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第７号」、所有権移転第１号を可と決しまし

た。 

 皆川 清喜 委員は入室願います。 

 （午後２時41分 入室） 

議    長  皆川 清喜 委員に申し上げます。 

 「議案第７号」、所有権移転第１号は可と決しました。 

議    長  次に、「議案第８号 農地法の適用外であることの証明願に対

する可否について」を上程いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  26ページをお開き願います。 

 議案第８号 農地法の適用外であることの証明願に対する可否

についての議案の内容についてご説明いたします。 
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 次のとおり、農地法の適用外証明願の提出がありましたので、

可否についての決定を求めるものでございます。 

 本議案に係る申請は４件で、一関地域が２件、大東地域が１

件、千厩地域が１件でございます。 

 申請の内容は、27ページの第４号まで記載のとおりですので、

ご覧願います。 

 いずれの案件も、農地以外になってから20年以上経過または農

地として管理されておらず、農地として復旧することが困難とな

っていることから農地性は失われております。 

 なお、第３号につきましては、先ほど説明いたしました空き家

バンクの関係となっている案件でございます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第８号」の説明を終わります。 

 それぞれの担当地域の現地調査があったわけでございますが、

まず、一関地域の担当委員より説明願います。 

   ６番 

   佐藤徹委員 

 一関地域の農地法適用外現地調査の報告をいたします。 

 現地調査日、現地調査員につきましては、３条、４条、５条と

同様でございますので割愛させていただきます。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行った

結果、下記のとおり報告いたします。 

 第１号、申請地は一関インターから南に約1.2kmの位置にあ

り、周囲は東側が市道、西側が現況山林、南側が宅地、北側が農

地となっています。 

 昭和56年頃から雑種地となっており、既に農地性は失われてお

ります。 

 第２号、申請地は一関インターから西に約6.4kmの位置にあ

り、周囲は東・南側が原野、西側は農地、北側が水路となってお

ります。 

 昭和56年頃から耕作管理ができず原野化しており、既に農地性

は失われております。 

 以上です。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 次に、大東地域の担当委員の方、お願いいたします。 

11番     

石川誠司委員 

 大東地域から、農地法適用外現地調査報告をいたします。 

 日時、それから委員については３条と同じですので割愛させて

いただきます。 
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 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行った

結果、下記のとおり報告いたします。 

 第３号、申請地は、ＪＲ摺沢駅から南東に約２kmの位置にあ

り、周囲は東・北側が山林、西・南側が農地となっております。 

 昭和41年頃から宅地として利用しており、既に農地性は失われ

ております。 

 先ほどの空き家対策の住宅が建っている所でございます。 

 以上、報告いたします。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、千厩地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   12番 

   佐藤繁委員 

 千厩地域の農地法適用外現地調査報告をいたします。 

 現地調査日、現地調査員については、３条、５条と同じですの

で割愛いたします。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行った

結果、次のとおり報告いたします。 

 第４号、申請地は千厩支所から南に約１kmの位置にあり、周囲

は東・南側が農地、西側が宅地及び雑種地、北側が山林となって

います。 

 昭和56年頃から耕作管理できず山林化しており、既に農地性は

失われています。 

 以上、報告いたします。 

議    長  ありがとうございました。 

 以上で現地調査の結果についての説明を終わります。 

 審議願います。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 

      （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第８号 農地法の適用外であることの証明願に対する可

否について」を可と決する方は挙手願います。 

       （挙手満場）

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第８号」を可と決します。 

議    長  次に、「議案第９号 一関農業振興地域整備計画の変更に係る

意見について」を上程いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 
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局 長 補 佐  28ページをお開き願います。 

 議案第９号 一関農業振興地域整備計画の変更に係る意見につ

いての議案の内容についてご説明いたします。 

 一関市長より、29ページのとおり、一関農業振興地域整備計画

の変更に係る協議がありましたので、意見を求めるものでござい

ます。 

 農業振興地域の整備に関する法律施行規則により、市町村が農

業振興地域整備計画の変更を行おうとするときは、農業委員会の

意見を聞くことになっていることから、市から協議があったもの

でございます。 

 30ページをお開き願います。 

 皆様のお手元に資料番号と記載している資料を配布しておりま

したが、この資料とは別に農振除外の図面を配布させていただい

ておりますけれども、その図面の番号と資料番号の番号が対比で

きるようにということで配布させていただいたものでございま

す。 

 それらを参考にしていただきながら、ご覧いただければと思い

ます。 

 30ページをお開き願います。 

 本議案に係る申請は、農用地区域からの除外申請が29件、農用

地区域への編入申請が34件でございます。 

 初めに、農用地区域からの除外申請ということでございますけ

れども、除外１号から除外13号までは、一関地域に係る申請とな

ってございます。 

 それから除外14号から除外17号までの４件は、花泉地域に係る

申請でございます。 

 除外18号と除外19号は、千厩地域に係る申請でございます。 

 除外20号から除外29号までの10件は、藤沢地域に係る申請でご

ざいます。 

 除外理由につきましては、除外理由欄に記載のとおりで、転用

が計画されている土地となっております。 

 なお、今回の除外申請案件は、全て岩手県との事前協議が整っ

た案件でございます。 

 いずれの案件も公告縦覧期間終了後、県知事の同意を得た後に

転用申請が可能となり、申請があった際は総会で審議することと

なります。 
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 それから、次に農用地区域への編入の申請ということでござい

ますけれども、こちらのほうは議案のとおりでございまして、第

１号から第13号までは、一関地域に係る申請でございます。 

 それから第14号から第26号までは、花泉地域の申請でございま

す。 

 それから第27号と第28号は、大東地域に係る申請でございま

す。 

 それから第29号は、千厩地域に係る申請でございます。 

 第30号から第34号までの５件は、藤沢地域に係る申請でござい

ます。 

 編入の理由につきましては、編入理由のとおりでございますけ

れども、土地改良事業や中山間地域等直接支払制度、多面的機能

支払交付金の対象農地とするための土地の見直しを行い編入する

ものでございます。 

 なお、編入につきましては、委員の皆様による現地確認は省略

しておりますのでご了承願います。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第９号」の説明を終わります。 

 それぞれの地域の担当委員の方から現地調査報告をお願いいた

します。 

 まず、一関地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   ６番 

   佐藤徹委員 

 一関地域の農振除外現地調査報告をいたします。 

 現地調査日、調査員につきましては、先に報告しました３条、

４条、５条、適用外と同様でございますので、割愛させていただ

きます。 

 報告内容、除外申請の１号から13号について、別紙農地転用等

現地調査書により現地確認を行った結果、いずれも周辺農地への

影響等はなく、農振除外には問題ないと思われます。 

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、花泉地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   ２番 

   渋谷皓委員 

 花泉地域の農振除外現地調査報告を行います。 

 調査員は３条、５条と同じですので割愛させていただきます。 

 報告内容、除外14号から17号について、別紙農地転用等現地調

査書により現地確認を行った結果、いずれも周辺農地への影響等

はなく、農振除外に問題はないと思われます。 
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 以上、終わります。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、千厩地域の担当委員の方、お願いいたします。 

   12番 

   佐藤繁委員 

 千厩地域の農振除外現地調査報告をいたします。 

 現地調査日、現地調査員については、３条、５条、適用外と同

じですので割愛いたします。 

 報告内容、除外18号、19号について、別紙農地転用等現地調査

書により現地確認を行った結果、いずれも周辺農地への影響等も

なく、農振除外に問題はないと思われます。 

 以上、報告いたします。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 次に、藤沢地域の担当委員の方、お願いいたします。 

  10番      

  佐藤和威治委員 

 現地調査の日付でございますけれども、平成30年10月12日、午

後１時半から行ったものでございます。 

 現地調査員といたしまして、私 佐藤と農地利用最適化推進委

員 伊藤 勉、同じく佐藤 泰雄 両名でございます。 

 事務局職員といたしまして西巻主任主事、支所職員といたしま

して佐藤産業経済課主事でございます。 

 報告内容でございますけれども、除外20号から29号までにつき

まして、別紙農地転用等現地調査を行った結果、いずれも周辺農

地への影響等はなく、農振除外に問題はないものと思われ、報告

をいたしたものでございます。 

 以上でございます。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 以上で現地調査の結果についての報告を終わります。 

 審議願います。 

       （なしの声あり）

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第９号 一関農業振興地域整備計画の変更に係る意見に

ついて」を許可相当と決する方は挙手願います。 

       （挙手満場） 

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第９号」を許可相当と決します。 

議    長  以上をもって議案審議が終了いたしました。 
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 失礼いたしました。  

議案の訂正をいたします。 

局 長 補 佐  すみません。 

 報告書のほうの番号がわかりにくいものとなっておりましたの

で、説明させていただきたいと思いますけれども、現地調査報告

書の25ページをご覧いただきたいと思いますけれども、皆様のほ

うにお渡ししておりました資料と見比べますと、調査報告書には

除外１号から13号と記載していますけれども、こちらの番号につ

きましては、あとから配布させていただきました資料番号の番号

ということになってございますので、それを見ていただければと

思いますが、私のほうで見たところ、左端の番号が間違っている

わけではないのですが、資料番号の番号と報告書のほうの番号が

間違っているとわかりにくいのではないかというようなことを発

見いたしましたので、ここの説明ということでお願いしたいと思

います。 

 それで、この一覧表の資料番号の除外の１号から13号の分を調

査報告書のほうに記載しておりましたので、そのようにご覧いた

だきたいと思います。 

 すみませんでした。 

議    長  大変失礼いたしました。 

  以上をもちまして、第２回一関市農業委員会総会を閉会といた

します。 

 なお、13番、鈴木 初男 委員は本日の総会は欠席となります。 

 以上です。 

  （午後３時02閉会） 
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以上 議事録の記載に相違ないことを証するため、ここに署名捺印をする。

議  長

署名委員

署名委員


